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地本は、5月 27日に会社に対して「５月１６日６３３Aの事

態に関する緊急申し入れ」（申 23号）を提出しました。 

主な申し入れ内容 

■関係者への日勤教育を直ちにやめ、早急に乗務復帰させること。 

■指令に報告した後の事情聴取は行わないこと。 

■関係者への処分は行わないこと。 

■今後は、運転士を２名入れたクルーにすること。 

■運転士要員を確保するために、５４歳以降の原則出向をやめること。 

 

その際、「社会の声も、国交省大臣も『社員個人の問題ではない、

会社の問題、責任・対策が求められる』と言っている。処分など必

要ない！直ちに乗務復帰させるべきだ。すべての乗務員は注目して

いる。早急に要求通り対応すること。」と抗議を行いました。 

 

原因は会社だ！反省すべきは会社だ！ 


